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○議事日程〔 第１号 〕 

 ６月１２日（火曜日）午前１０時 開会 

 ※開会宣告 

※開議宣告 

日程第１  会議録署名議員の指名 
日程第２  会期の決定 
日程第３   第４３号議案から第５０号議案まで及

び第１号報告から第４号報告まで並び

に報第３号から報第９号まで上程 

       提案理由説明 

       質  疑 

       委員会付託 

       ［ただし、報第３号から報第９号ま

では除く］ 

 

○本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ    

 

○出席議員（２２名） 

１  番 近 藤 紀 男 
２ 番 成 重 博 文 
３  番  安 達    隆 
４  番  尾 上 真 一 
５  番    山  田  秀  夫 
６  番  松 本 博 彰 
７ 番   中山田  健  晴 
８  番    河  野  徳  久 
９  番    明 石 光 子 
１０ 番 土 谷   力 

１１  番    村 上 和 人 
１２  番    鴛  海  政  幸 
１３  番    後  藤  龍太郎  
１４  番    安  東  正  洋 
１５  番    北 崎 安 行 
１６  番    川 原  直 記 
１７  番    河  野  正  春 
１８  番    山 本 博 文 
１９  番    菅    健 雄 
２０  番    堂 園 慶 吾 
２１  番    徳 永   浄 
２２  番    大  石  忠 昭 

 
○欠席議員（０名） 

 

 
 

○職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長 増 田 正 義 

議 事 係 長 清 水 栄 二 

書    記  安 藤 雅 俊 

書    記  近 藤 浩 二 
 

○説明のため議場に出席した者の職氏名 

市     長 永 松 博 文 

副  市  長 都 甲 昌 叡 

会計管理者兼市参事兼会計課長 

   青 野 素 久 

市参事兼総務課長 佐 藤 良 雄 

市参事兼真玉市民センター長 

北 崎 順 一 

市参事兼香々地市民センター長 

小 野 俊 久 
市参事兼環境課長 水 江 義 和 

プロジェクト推進課長 中 嶋 栄 治 

財 政 課 長    野 村 信 隆 
税 務 課 長 河 野 清 一 
市 民 課 長 河 野 三 男 
福 祉 事 務 所 長 大 園 栄 治 
保 健 年 金 課 長 尾 造 正 直 
子育て・健康推進課長 安 東 良 介 
農 林 振 興 課 長  小 野   彰 
農 地 整 備 課 長 尾 形 雄 治 
建  設  課  長 奥 田 秀 穂 
下 水 道 課 長 高 瀬 日出男 
水 道 課 長 甲 斐 好 信 
消防本部消防長 安 藤 義 文 
総 務・法 規 係 長 久 保 健 一 

  秘 書 広 報 係 長 川 口 達 也 
  契 約 係 長 渡 邊 和 幸 
  国保年金第一係長 水 江 和 徳 
   
教育庁 
教  育  長  都 甲 桂 一 
総 務 課 長 安 東 洋 義 
学校教育指導室長 早 田 義司郎 
学 務 係 長 橋 本 英 一 

 

○議長（菅 健雄君） おはようございます。 

平成１９年第２回豊後高田市議会定例会会議録（第１号） 
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ただ今の出席議員は２２名で、議員全員の出席で 

あります。 

よって、平成１９年第２回豊後高田市議会定例会

は成立いたしましたので、開会いたします。 

この際、諸般の報告をいたします。 

お手元に配付いたしました事務報告書のとおりで

ありますので、ご了承願います。 

○議長（菅 健雄君） これより本日の会議を開き 

ます。 

市長ほか関係者の出席を求めましたので、ご了承

願います。 

○議長（菅 健雄君） 日程第１、会議録署名議員

の指名を行います。 

会議録署名議員に、５番山田秀夫君及び６番松本

博彰君を指名いたします。 

○議長（菅 健雄君） 日程第２、会期の決定を議

題といたします。 

おはかりいたします。 

今期定例会の会期は、本日から６月２０日までの

９日間といたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（菅 健雄君） ご異議なしと認めます。 

よって、今期定例会の会期は、本日から６月２０

日までの９日間と決定いたしました。 

なお、会期中の会議予定は、お手元に配付してあ

ります会議予定表のとおりであります。 

○議長（菅 健雄君） 日程第３、第４３号議案か

ら第５０号議案まで及び第１号報告から第４号報告

まで並びに報第３号から報第９号までを一括議題と

いたします。 

○議長（菅 健雄君） 提案理由の説明を求めます。 

市長永松博文君。 

○市長（永松博文君） 本日、ここに第２回定例会

を招集いたしましたところ、議員各位にはご多忙の

中にもかかわりませず、ご出席くださいまして誠に

ありがとうございます。 

それでは、諸般の報告を申しあげます。 

本年より祝日法の改正により、４月２９日が新た

に「昭和の日」の祝日として制定されました。この

日を、豊後高田市の誕生を祝う記念日「昭和の町の

昭和の日」として、取り組みを進めることが市民の

皆さんのご意見を伺う中で昨年、決定いたしたとこ

ろでございます。この記念すべき日に、議員の皆様

方を始め、関係各位のご臨席を賜り、自治功労とい

たしまして、長年にわたり議会議員として、また、

自治委員として貢献されました方々、各分野功労と

いたしまして、産業や芸術文化の振興として功績が

顕著な方々、寄付を通じて市政の推進に貢献いただ

きました個人１１名、５団体の功労者表彰を行った

ところでございます。 

表彰式終了後には、昨年、詩吟の全国大会で優勝

され、本市の文化功労者として特別表彰をさせてい

ただきました土谷正雄様の詩吟の披露がおこなわれ、

式典に花を添えていただきました。 

また、昭和ロマン蔵におきましては、まちづくり

交付金事業により、北蔵をリニューアルし、昭和の

暮らしを体験・体感できる施設「昭和の夢町３丁目

館」としてオープンいたしました。 

このように昭和ロマン蔵に、新たな集客力の施設

が完成したこと、また、市内の観光資源を活かした

「昭和の町なみラリー」、「高田十割そば手打ち道場

まつり」、「豊後高田そば祭」、「夷谷仙境春まつり」

など多彩なイベントが開催されたことにより、５月

のゴールデンウイーク中の昭和の町には、昨年を大

きく上回る４０，０００人を超える観光客が訪れ、

豊後高田市の活力を感じたところでございます。 

さらに、５月１９日・２０日に開催されました「仏

の里・昭和の町豊後高田五月祭」も、昭和の町の影

響もあり、市民の方々や観光客の皆様方、約２５，

０００人が訪れ、盛大に開催することができました。 

祭り会場で行われました文化協会芸能大会を始め、

小・中学生ふれあいドッジボール大会など多彩な催

しにも多くの見物客で賑わいました。 

また、２０日には、五月祭と同時に行われました

「国東半島・ほとけの里豊後高田ふれあいマラソン

大会」も、北は青森県から南は鹿児島県まで昨年を

大きく上回る約１，４００人の参加をいただきまし

た。また、祭り会場では、恒例となりました「ぶん

ご合鴨・スーパー大鍋“無料”大ばんぶるまい」に

も、長蛇の列ができ、２，０００人分の合鴨汁も１

時間ほどでなくなる大盛況で来場者に賞味していた

だいたところでございます。 

そのような中、５月４日に開催されました夷谷仙

境春まつりに参加し、中山仙境の登山で、滑落事故

による犠牲者が出ましたことにつきましては誠に残

念であり、衷心よりご冥福をお祈り申し上げる次第

でございます。 

 次に、中心市街地の活性化施策についてでござい

ます。 
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 ご案内のとおり、本市におきましては、まちづく

り三法の改正に伴い、新たな中心市街地の活性化に

関する法律に基づく『豊後高田市中心市街地活性化

基本計画』を県内にさきがけて策定し、本年３月３

０日に内閣総理大臣へ認定申請を行ってきたところ

でございます。 

 この基本計画が、５月２８日付けで認定をいただ

き、３１日に首相官邸におきまして、渡辺善美地域

活性化担当大臣から認定書を授与され、その後、行

われたレセプションでは、安倍晋三内閣総理大臣か

ら『皆さんのまちづくりが成功例として発信される

ことが地方に勇気を与えることになる。認定を活か

して地域の発展に尽力をしていただきたい』と激励

の言葉をいただいたところでございます。 

 今回の認定は青森市・富山市に続く、国内第２号

認定でございまして、全国でも本市を含む１１自治

体が国の厳しい審査を経て認定されたところでござ

います。認定自治体のほとんどが４０万人規模といっ

た県庁所在地が中心の中、人口３万人未満の都市で

の認定は、本市のみでありまして、大変感激してお

ります。 

今後におきましては、国からの重点支援を受けな

がら、昭和の町、そして玉津地区の活性化に努め、

中心市街地の活性化が市内全体へ波及効果をもたら

すよう、小さくても“キラリ”と光るまちづくりに

向けて市民の皆さんとともに各施策を進めてまいる

所存でございます。 

次に、企業誘致についてでございますが、去る６

月７日、大分北部中核工業団地に８社目となる自動

車部品プレス加工及び溶接を行う「株式会社北田金

属工業所」との立地協定を結ぶことができました。

「北田金属工業所」は、奈良県生駒市に本社を置き、

国内で４ヵ所目の工場でございます。 

この大分工場は、敷地面積１６，０００平方メー

トルに、３，３００平方メートルの工場を建設し、

従業員は当初２５人を全て、現地で雇用予定として

おり、将来は１００人の雇用を見込み、操業開始は、

平成２０年８月を予定しているところでございます。

本市としても大変喜ばしく、これからも、企業誘致

に努め、市の活性化を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

次に、教育についてでございますが、完全学校週

５日制の実施に合わせ、平成１４年度から実施して

います「学びの２１世紀塾」も６年目を迎え、本年

も５月１２日に開講式を行ったところでございます。 

これは、「教育のまち豊後高田市」の主要施策であり

まして、園児、児童生徒が自ら学び、自ら考える力

を養い、豊かな感性とあたたかい心、広い視野とた

くましさを身につけ、２１世紀の郷土を担う若者づ

くりをめざすものでございます。学力につきまして

も、小学５年生と中学２年生を対象に行われました

一斉学力テストにおいて、２年連続で偏差値平均が

両学年とも全教科で全国平均を上回り、都市と肩を

並べる水準までに成長していると思っているところ

でございます。 

今後も、地域の方々や保護者の皆様方のご協力を

いただき、家庭、学校、地域が一体となった教育環

境の整備に努めたいと考えているところでございま

す。 

次にスポーツについてでございますが、喜ばしい

ことに、このところ若者やシニアが次々と世界大会

や全国大会に出場するニュースが飛び込んでまいり

ます。 

まず、７月２７日からチェコ共和国で開催されま

すカヌーフラットウォーターレーシング・ジュニア

世界大会に高田高校カヌー部の３名が日本代表選手

として出場することになりました。また、ゲートボー

ルチームやシルバー野球チームが全国大会に出場す

るなど幅広い年代の方々が活躍しているところでご

ざいます。また、カヌーにつきましては、平成２０

年に開催される大分国体の競技種目が、本市で開催

されることもあり、大分国体にもつながるよう世界

大会での活躍を期待しているところでございます。 

次に、防災対策についてでございますが、近年、

能登半島沖地震を始めとする地震や豪雨等による被

害が多く発生しています。本年も風水害の多発期を

前に台風や大雨による災害に備えて市内の災害危険

箇所を関係機関との合同で、５月２５日に防災パト

ロールを実施いたしました。 

また、６月１日には、河内小学校グラウンドをメ

イン会場として、土砂災害を想定しての防災訓練を

実施しました。今後も、このような訓練を通じて、

防災意識を高めていただくとともに、各団体の方々、

関係機関との連携を図り、市民の皆様が安心して暮

らせる町づくりをめざしてまいりたいと考えている

ところでございます。 

次に、ごみ減量化運動、環境美化活動についてで

ございますが、本市の恵み豊かな風土と美しい自然

環境を次の世代に引き継ぐため、５月３０日を「ご

みゼロの日」といたしまして、全市民をあげて「ご
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みをもらわない」「ごみをわたさない」「ごみを出さ

ない」を目標にした取り組みを進めてまいりました。

本年度につきましても市民の方が取り組みやすい「マ

イバックの利用」と「ごみの分別の徹底」を図るこ

とに重点を置いた、「ごみゼロぶんごたかだ推進大会」

が多くの市民の皆様方の参加をいただき開催され「ご

みゼロ市民宣言」を行ったところでございます。 

今後の活動計画でございますが、地球温暖化対策

として、６月２２日「キャンドルナイト」、７月２８

日には「昭和の町打ち水大作戦」を実施するととも

に、市内の景勝地などの環境美化活動として、「ごみ

ゼロスタンプラリー」を７月１日より長崎鼻を皮切

りに、今年も積極的に推進してまいりますので議員

の皆様方の積極的なご参加をお願いいたします。 

また、昨年９月に「市の花」として決定いたしま

したコスモスの種子を市内全戸に配布し、環境美化

と合わせて、秋には道路沿線を含む市内一円を「市

の花・コスモス」で市民の皆様と一緒に咲かせたい

と思っているところでございます。 

今後も、市民の方々のご協力をいただきながら、

清潔で美しい豊後高田市を目指してまいりたいと思

いますので議員各位のご支援、ご協力を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

次に、敬老祝い品問題についてでございますが、

ご案内のように真相究明について納入業者への聞き

取りや書類の提出などを再三お願いしてまいりまし

た。しかしながら間違いに対する明確な誠意ある回

答が得られない状況から、顧問弁護士とも協議を重

ねた結果、司法の場で真相を明らかにしなければな

らない状況であると判断し、５月２１日、やむを得

ず告訴した次第でございます。 

 それでは、本定例会に提案いたしました議案及び

報告につきまして、その大要をご説明申し上げます。 

第４３号議案は、「大分県交通災害共済組合規約の

変更について」でございまして、大分県交通災害共

済組合の規約を変更することについて、関係市町村

と協議したいので、議決を求めるものでございます。 

第４４号議案は、「宇佐・高田・国東広域事務組

合の設置について」でございまして、ごみ処理施設

の新たな建設についての事務を、宇佐市及び国東市

と共同して処理するため、宇佐・高田・国東広域事

務組合を設置することについて、宇佐市及び国東市

と協議したいので、議決を求めるものでございます。 

第４５号議案は、「豊後高田市学校給食センター条

例の制定について」でございまして、市内の学校給

食調理場を一本化し、運営の効率化を図るとともに

学校給食衛生管理基準に適合した施設として新たに

学校給食センターを設置するため、必要な事項を定

めるものでございます。 

第４６号議案は、「豊後高田市特別職の職員で非常

勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正について」でございまして、 

消防団組織の再編を行ったことに伴い、所要の規定

の整備を行うものでございます。 

第４７号議案は、「豊後高田市消防団員等公務災害

補償条例の一部改正について」でございまして、非

常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令

の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行うもので

ございます。 

第４８号議案は、「豊後高田市国民健康保険税条例

の一部改正について」でございまして、地方税法施

行令の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行うも

のでございます。 

第４９号議案は、「豊後高田市基金条例の一部改正

について」でございまして、豊後高田っ子誕生奨励

祝品等交付事業の終了に伴い、豊後高田っ子誕生奨

励基金を廃止するため、所要の規定の整備を行うも

のでございます。 

第５０号議案は、「豊後高田市立幼稚園条例の一部

改正について」でございまして、税源移譲による市

民税の所得割の税率の改正に伴い、授業料の減免基

準を変更するため、所要の規定の整備を行うもので

ございます。 

第１号報告は、「平成１９年度豊後高田市老人保健

特別会計補正予算（第１号）について」でございま

して、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき

専決処分しましたので、承認を求めるものでござい

ます。 

内容につきましては、平成１８年度分の社会保険

診療報酬支払基金に対する交付金の精算還付及び国

庫支出金等の未交付により平成１８年度予算に歳入

不足が生じることに伴う繰上充用の予算措置であり

まして、補正予算の総額は８，１５１万２，０００

円で、補正後の予算総額は３７億４，５４０万６，

０００円となり、当初予算と比べ２．２パーセント

の増となります。 

第２号報告は、「豊後高田市税条例の一部改正につ

いて」でございまして、地方税法の一部改正等に伴

い、早急に所要の規定の整備を行う必要が生じ、専

決処分しましたので、承認を求めるものでございま
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す。 

第３号報告は、「豊後高田市税特別措置条例の一部

改正について」でございまして、過疎地域自立促進

特別措置法第３１条の地方税の課税免除または不均

一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令

等の一部改正に伴い、早急に所要の規定の整備を行

う必要が生じ、専決処分しましたので、承認を求め

るものでございます。 

第４号報告は、「豊後高田市特別職の職員で非常勤

のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正について」でございまして、学校運営協議会の設

置に伴い、早急に所要の規定の整備を行う必要が生

じ、専決処分しましたので、承認を求めるものでご

ざいます。 

報第３号は、「平成１８年度豊後高田市一般会計予

算繰越明許費繰越計算書について」でございまして、

総務費のケーブルテレビ施設整備事業や教育費の学

校給食センター建設事業など１８件の事業繰越につ

いて報告するものでございます。 

報第４号は、「平成１８年度豊後高田市介護保険特

別会計予算繰越明許費繰越計算書について」でござ

いまして、電算システム改修事業の事業繰越につい

て報告するものでございます。 

報第５号から報第９号までにつきましては、地方

自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき、豊後

高田市土地開発公社、株式会社スパランド真玉、有

限会社ヴィラ・フロレスタ、社団法人豊後高田市農

業公社及び豊後高田市観光まちづくり株式会社の経

営状況を説明する書類を提出するものでございます。 

 以上、本定例会に提案いたしました議案及び報告

についてご説明申し上げましたが、何とぞ慎重審議

の上、ご協賛賜りますようお願い申し上げます。 

 以上であります。 

○議長（菅 健雄君） 次に、これより第４３号議

案から第５０号議案まで及び第１号報告から第４号

報告まで並びに報第３号から報第９号までの質疑に

入ります。 

 初めに、議員各位にお知らせをします。 

質疑及び質問に関連して、２２番大石忠昭君から

資料要求があり、市長に提出依頼をしたところ、お

手元にお配りのとおり提出がありましたので、ご了

承願います。 

次に、この際、議事整理のため申し上げます。 

各議員の発言は、申し合わせの発言時間内におい

てお願いいたします。 

また、質疑は通告に基づき行ってください。 

なお、執行部は、質疑通告にない事項及び聞き取

り時になかった事項について質疑があった場合は、

議長にお知らせください。 

議案質疑通告表の順序により発言を許します。 

○議長（菅 健雄君） しばらく休憩いたします。 

     午前１０時２３分 休憩 

     午前１０時２４分 再開 

○議長（菅 健雄君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

２２番大石忠昭君。 

○２２番（大石忠昭君） 日本共産党の大石でござ

います。それでは、議案質疑と関連する一般質問を

行いたいと思います。 

 最初が、第４４号議案でありますが、この議案は、

今年の９月に宇佐・高田・国東広域事務組合を設置

をする。その実施を目指して、宇佐市、国東市と協

議をするために議決を求める議案でありますが、別

紙の組合規約によりますと、組合の共同する事務は、

ごみ処理施設の新設に関する事務と規定されていま

す。 

 計画されているこの３市の共同ごみ処理施設が、

適切であるか否かを判断するために質疑をいたしま

す。 

 ご承知のように、ごみ処理施設は、当初計画では

宇佐市と豊後高田市の共同処理施設を造ろうと。処

理量は１００トンでありましたけれども、この１０

０トンであっても地域に及ぼす影響が大きいという

ことから、建設予定地周辺の住民から反対の声が強

く出されまして、とうとう断念をせざるを得なくなっ

た経緯があります。 

 今回、国東市を含めた広域化で処理施設が大規模

になれば、施設建設地の周辺の住民に与える影響が

さらに大きくなり、地域住民の同意を得ることが非

常に困難になるんではないかと懸念をするものであ

ります。 

 そこでお尋ねしたいのは、この大規模化の理由や、

施設の規模や、事業費の予想額や、建設時期などに

ついて、明らかにしていただきたいと思います。こ

のごみ処理施設に関連する一般質問として、ごみの

減量化対策についてお尋ねをしたいと思うんです。 

 ごみ問題の打開策は、市民の協力を得てごみの減

量化や資源化でどれだけの実績を上げるか、上げる

ことができるかどうかにかかってると思います。市

は、先程も市長からごみの減量化に取り組んでいく
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という説明がありましたけれども、ごみの減量化や

資源化について、今後具体的にどのような対策をと

ろうとしてるのか、もう少し具体的に市民にわかる

ように説明をしてもらいたいと思います。 

 市民の協力をいただいてごみの減量化を推進をし

ていく事業で、全国的に実績を上げているのが、電

気生ごみ処理機を使用していただいて、家庭で生ご

みを処理をする、この事業であります。大分県内調

べてみましても、もう実施していないのは、豊後高

田市とあと１市か２市、多分１市だと思いますけれ

ども、しかない状況になっています。 

 豊後高田市でも、この助成事業を創設をして、生

ごみの減量化を推進すべきではありませんか。市長

の見解を求めます。 

 次が、第４５号議案についてです。 

 給食センターの新設に伴い条例を定めるわけです

が、第３条に、所長その他必要な職員を置くとあり

ますが、どのような職員配置になるのか。現在の各

給食関係の職員はですね、今後どういう配置になり、

新給食センターに配置されない職員の処遇などにつ

いても明らかにしていただきたいと思います。 

 この給食センターに関連する給食についての関連

一般質問をいたしますが、昨年１２月議会で、私の

質問に対し教育長は、いままで以上に地元産の食材

を使用するよう努めてまいりたいと前向きの答弁を

されています。 

 新給食センターの稼働により、給食の食材は地元

産の食材の使用推進に今後どのように取り組む考え

方なのか、明らかにしていただきたいと思います。 

 さらに、食材の地産地消でやるということで、そ

れがいわゆる材料代が高くなるということなどを理

由にして、給食代の値上げがされるようでは保護者

の同意は取れないと思います。よって、給食代につ

いても、現行どおりで実施する考え方なのか明らか

にしていただきたいと思います。 

 次が、第４８号議案、国保税条例の一部改定議案

についてであります。 

 第２条で、国保税の最高限度額を現行の「５３万

円」を「５６万円」に増税する改定です。年間国保

税が５３万円から５６万円に引き上げられる対象者

は、どのような家庭が該当されるのか。 

 合併後３年目を迎えましたけれども、新豊後高田

市では、国保条例はそれぞれ旧市町別でまだ実施を

されておりますので、例えて４人世帯で試算をする

と、所得額がどれぐらいの世帯が該当されるのか。

その対象世帯はどれぐらいになるのか、お尋ねをし

ときます。 

 国保税に関連する一般質問なんですが、国保税が、

市民の収入に比べてあまりにも高すぎるために、多

くの市民から、何とか国保税を引き下げることはで

きないのか。引き下げてくれと、声が次々とあがっ

ています。市民の負担を軽減するために、この高す

ぎる国保税を引き下げるべきだと思いますが、市長

はいかに考えてるのか見解を求めます。 

 国の責任で国保税の引き下げが図れるように、国

から市町村に負担しているこの国の負担を増額する

ように政府に働きかけるべきではないかと思います

が、市長の見解を求めます。 

 次は、５０号議案、幼稚園条例の一部改定議案に

ついてであります。 

 第５条、授業料の減免についての改定をする議案

ですが、この減免する対象者のところを、市民税の

所得割課税額が５，０００円以下とか、５，０００

円を超え１万円以下の世帯が減免の対象だったもの

が、今年度からは、税源移譲に伴い「５，０００円」

を「１万円」に、「１万円」を「２万円」にというよ

うに改正するものとなっていますが、本来ならば、

これに併せて減免額も改定をし、幼稚園授業料の減

免制度を拡充すべきだと思いますが、なぜ、今回、

減免額の改正をしないのか、その理由を明らかにし

ていただきたいと思います。 

 関連する一般質問で、真玉幼稚園の３歳児保育実

施について質問をします。 

 ３歳になると、子どもは周りへの興味、関心、人

とのつながりなど急速に広がり、親への全面的な依

存の状況から自立を始めると言われます。 

 幼稚園は、このような発達を踏まえて、初めての

集団生活の中で、一人ひとりの良さや可能性を伸ば

していくところです。幼稚園も学校教育法に基づく

学校です。３歳から小学校入学までの子どもは、全

国どこでも共通の教育課程に基づく教育が受けられ

ることになっています。 

 豊後高田市では、夢いろ幼稚園だけではなく、真

玉幼稚園にも３歳児保育を導入してほしいと、３歳

児保育の導入を求める保護者の声が高うございます。 

 教育長は、昨年１２月議会で「今後検討を行い、

できるだけ早い時期の実現を図りたいと考えていま

す。」このように早期実現に向けて検討することを表

明していますが、検討の結果、いつから実施できる

のか。早期実施すべきですが、今後の方針を明らか
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にしていただきたいと思います。 

 最後に、報第５号についてです。 

 土地開発公社が所有している、売却残の土地が８

箇所で７万６，８８１平方メートル、８町歩近くも

あります。この報告の新年度の予算書では、完成土

地売却収入は４１６万しか計上されていませんが、

売却残の土地の今後の対応について、どのような考

え方なのか、市長の見解を求めます。 

 以上であります。 

○議長（菅 健雄君） プロジェクト推進課長中嶋

栄治君。 

○プロジェクト推進課長（中嶋栄治君） 第４４号

議案に関する質疑につきましてお答えを申し上げま

す。 

 今回ご提案申し上げました、宇佐・高田・国東広

域事務組合の設置につきましては、規約第３条に規

定された、ごみ処理施設の新設に関する事務を共同

処理するため一部事務組合を設置するものでござい

ます。 

 ご質疑の、新設される施設規模、事業費、建設時

期等につきましては、今後、本組合の中での議論を

経て決定されるものでございます。 

○議長（菅 健雄君） 市参事兼環境課長水江義和

君。 

○市参事兼環境課長（水江義和君） ４４号議案に

ついての関連一般質問、ごみ減量化対策についてお

答えいたします。 

 近年の生活様式の多様化、向上化に伴い、ごみの

質の変化、ごみ排出量の増大などにより、循環型社

会の構築が言われており、ごみ減量化の取り組みは

重要な課題であります。合併時の平成１７年４月よ

り、ごみ減量化とごみ処理経費の負担をしていただ

くことを目的に、有料指定ごみ袋制度の導入と平成

１３年度よりマイバック運動を取り組んでまいりま

した。 

 その結果、市が収集するごみの量につきましては、

平成１７年度の可燃ごみでは、４，０４２．５４ト

ン、平成１６年度比較で３３５．２５トン、７．７

パーセントの減、不燃ごみでは３９５．０６トン、

平成１６年度比較で１７３．３９トン、３０．５パー

セントの減、可燃ごみ、不燃ごみを合わせて５０８．

６４トン、１０．３パーセントの減、また平成１８

年度の可燃ごみでは、３，８９２．２９トン、平成

１７年度比較で１５０．２５トン、３．７パーセン

トの減、不燃ごみでは３４６．４トン、平成１７年

度比較では４８．６５トン、１２．３パーセントの

減、合計では１９８．９トン、４．５パーセントの

減となっています。 

 しかし、可燃ごみ、不燃ごみの中にリサイクルが

必要な資源ごみの混入が見受けられ、焼却処分や埋

立処分されています。 

 今後におきましても、ごみ減量化やリサイクルの

推進を図るため、ごみの分別を徹底するとともに、

昨年からごみのない清潔で美しい豊後高田市をつく

るため、大会を開催し、ごみをもらわない、ごみを

渡さない、ごみを出さないなどを目標にマイバック

運動を含めた、総合的なごみゼロ運動への取り組み

を行ってきたところでございます。 

 これまでも実施してまいりました、ごみの減量化

やリサイクル意識の高揚を目的とした、「ごみゼロ豊

後高田作戦」の各種事業につきましても、引き続き

積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、同じく４４号議案についての一般関連質問、

電気生ごみ処理機の助成についてお答えします。 

 これまでも議員のご質問にご答弁申し上げてきま

したように、電気生ごみ処理機による生ごみ処理も

一つの方法であると考えていますが、県内各種の取

組状況を調査した結果、全世帯に対する普及率が低

く、導入当初は珍しさもあり、取り組みが見られま

したが、普及してないという状況が現状であります。 

 新聞報道のアンケート調査の結果では、４分の１

が途中で止めた。その理由は、処理物を熟成するの

に時間がかかる。ハエなどの虫が出た。臭いに耐え

られないなどの理由が挙げられます。 

 このような状況と厳しい財政状況を考えますと、

現在での取り組みは困難でありますので、ご理解を

お願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（菅 健雄君） 学校教育指導室長早田義司

郎君。 

○学校教育指導室長（早田義司郎君） 大石議員の

第４５号議案の豊後高田市学校給食センター条例の

制定についてお答えいたします。 

 議員からご質疑のあった、新給食センターの職員

については、第１回定例会で川原議員のご質問に教

育長がご答弁申し上げたとおり、調理員を１３名程

度配置する予定にしているところであります。 

 次に、関連一般質問で、給食の食材は、地元産の

食材の使用促進についてでございますが、平成１８

年第４回定例会で、大石議員のご質問にご答弁申し



６月１２日 

 - 8 - 

上げたとおり、新しい給食センターになりましても、

地元食材を使用した地産地消の推進に努めてまいり

たいと考えております。 

 また、その関係で給食費の値上げを考えているか

のご質問ですが、今のところ考えておりません。 

 次に、第５０号議案、豊後高田市立幼稚園条例の

一部改正についてのご質疑ですが、授業料の減免に

ついては、非課税世帯の減免は、国の減免基準に沿っ

た措置であり、この基準で実施したいと考えていま

すのでご了承をお願いいたします。 

 次に、関連一般質問の真玉幼稚園の３歳児保育に

つきましては、平成１８年第４回定例会で川原、岡

部両議員からのご質問に、早期の実現を図る旨のご

答弁をいたしましたところでありますが、現在、平

成２０年の実施に向け関係者と協議をしているとこ

ろでありますので、ご理解をお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（菅 健雄君） 市参事兼総務課長佐藤良雄

君。 

○市参事兼総務課長（佐藤良雄君） 大石議員の第

４５号議案の内、現給食センターの職員についてお

答えいたします。 

 現在、給食センターの職員配置につきましては、

検討しているところでございますので、以上であり

ます。 

○議長（菅 健雄君） 保険年金課長尾造正直君。 

○保険年金課長（尾造正直君） それでは第４８号

議案、国民健康保険税条例の一部改正についてお答

えします。 

 地方税法施行令の一部を改正する政令の公布に伴

い、所要の規定の整備を行うものでございます。今

回の改正により、国保税医療分が５３万円を超える

こととなる世帯の所得額につきましては、４人世帯

で、旧豊後高田市の場合４２３万９，０００円、旧

香々地町で５１５万３，０００円、旧真玉町では資

産割を平均額である１万４，２００円とした場合、

５８２万１，０００円でございます。 

 また、世帯数につきましては、平成１８年度分を

基に試算しますと１５７世帯が見込まれます。 

 次に、関連一般質問についてお答えします。 

 国保財政は、平成１７年度に引き続き、平成１８

年度においても基金を取り崩して決算したところで

ございます。なお、取崩額につきましては、平成１

７年度４，３１０万円、平成１８年度５，１３４万

円でありまして、基金残高は現在６，３８１万円余

りとなっています。 

 このことから、非常に厳しい財政状況が続いてお

りまして、現在旧３市町において不均一となってい

る税率については、平成２０年度の統一に向けて引

き上げ等を含め、考慮しなければならない状況でご

ざいます。 

 次に、国庫負担についてお答えいたします。 

 現在、市長会といたしまして、国民健康保険の制

度運営に充分な財政措置を講じるよう国に要望して

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（菅 健雄君） しばらく休憩いたします。 

     午前１０時４７分 休憩 

     午前１０時４８分 再開 

○議長（菅 健雄君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 建設課長奥田秀穂君。 

○建設課長（奥田秀穂君） 報第５号についてお答

えいたします。 

 未販売の土地の取り扱いにつきましては、土地開

発公社の理事会におきまして議論を重ね、有効利用

を図ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（菅 健雄君） ２２番大石忠昭君。 

○２２番（大石忠昭君） 再質疑をいたします。 

 答弁が簡単なことは良いことなんですけれども、

質問に答えてない、簡単すぎるのは、市民が困ると

思うんです。よって、質問の趣旨に応えて明確な答

弁をさせていただきますように、議長に要望してお

きます。 

 最初の４４号議案についてですけれども、あとは

できた広域事務組合で協議をして決めることだとい

う答弁をされました。最終決定は、それは広域議会

の議会決定することは当然のことであります。その

決定されたことを聞いてるんじゃないんです。いま

から国東市も含めて、３市でごみの共同処理をやっ

ていこうと、その協議をするということでしょう。

だから私、市長に聞いてるんですよ。そのためには

ね、いまの豊後高田市のごみ処理場では、もう間に

合わないんですか。だから３市でやるということに

なればね、その規模がどれぐらいのものであり、建

設事業費がどれぐらいのあり、建設の時期にしては、

いつ頃までには完成しなくてはならないという考え

が自ずとあるんじゃないんですか。 

 それもないで、誰の命令で３市で共同処理をする
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ような超大型のごみ処理施設を造るということになっ

たのか、市長のその考え方を聞いてください。 

 この私の最初の質問で明確な答弁が出れば、再質

問することなかったんですよ。ね、だからそれが出

ないからいま聞きましたが、改めてもう少し聞きま

すとね、いま草地にあります市の施設、これまでは

高田西国東の広域施設でしたけれども、途中莫大な

経費をかけて補修工事を実施したんですよね。 

 だから、もうしばらくは、このごみ処理場が使用

できると思うんですよ。できるまですればね、随分

財政的には市は助かると思うんですよ。そのことを

あなた方はどう見てるのか。この現状認識がはっき

りしないと、次の大型化をいつまでにやるか、やら

ないかということが、ね、その議題にならないと思

うんですよ。その辺をちょっと明確にしてください。 

 次が、関連する一般質問で、ごみの減量化につい

て聞きましたけれども、合併したあと、若干ごみの

減量化ができたんだという実績宣伝をいたしました。

私はそのことを聞いたんじゃないんです。今後どう

するかを聞いたんですよ。実績宣伝でそういうよう

に言うんならば、再質疑で聞きたいのは、事業系の

ごみは、合併する前と現在ではどのように分析され

ているのか。 

 それから資源ごみについて、いま、旧豊後高田市

時代から回収団体に対して助成事業をやっています。

このことも私の提案が実ってできるようになったん

ですけれども、この事業量が、合併前に比べ、現在

はどうなってるというようにあなた方は分析してる

のか。 

 今後この資源ごみ化するための事業は、具体的に

市民の協力を得てどのようにしようと考えてるのか、

ごみの減量化対策では、非常に大事な問題なんです

ね。これを明らかにしていただきたい。 

 それから生ごみ処理について、普及状況を調査を

したけれども、他市では、まあ一言で言うなら、あ

まりかんばしくないないんやと、途中で止めたんだ

と。それ事実と違いますよ。それなら、なぜ私が請

求している１４市のこの生ごみ処理機の補助額につ

いて、資料を提出できなかったのか。ね、私はちゃ

んと調査してますよ。 

 これまでやってないところが、次々と補助事業を

実施をしてるではありませんか。まだいまだにして

ないのは、合併しました豊後大野市と豊後高田市だ

けですよ。合併しました由布市でも新しい市の事業

として実施しました。国東市でも新しい市の事業と

して実施してるではありませんか。 

 あなたの言うような、もしこれが駄目な事業と言

うんならば、新しい市ではね、実施しないはずです

よ。全国の資料もありますけれども、全国でも８０

パーセントを超える市で実施をしてるではありませ

んか。それがなぜできないのかね、市長の見解を求

めます。 

 この事業効果について、あなた方は知ってるんで

すか。普及率が云々とか、そういうことじゃないん

ですよ。希望者についてね、若干の助成するという

ことすらできないんですか。他市がやってることが、

なんで豊後高田市はできないのか、市長明らかにし

ていただきたいと思います。 

 次は、給食センターの職員については検討中だと

かね、まあ本当ちゅうくらいの答弁なんですが、条

例を出す以上はね、実際、これまでの職員がこれだ

けおったけれども、何人は新給食センターで雇用す

ると、あとの何人については、どうどうどうすると

いうようなこともいまだに出てないんですか。それ

は出てると思いますよ。組合との協議がどこまでいっ

てるのか、ね、その辺をちょっと明らかにしてくだ

さい。 

 あと、時間もなくなるから、給食代についても、

給食代についてね、地産地消を推進することによっ

て、もう食材費が負担が高くなるから、給食代に影

響するんじゃないかということを心配したんだけど

も、今のところ考えてないと言われました。 

 それではね、これまで合併する前は、それぞれ市

町別に給食代がまちまちだったのを統一しましたわ

ね。上がったところと下がったところが出てきまし

た。で、旧豊後高田市の場合は上がりました。 

 給食代については、当然子どもたちの腹の中に入

るものを保護者負担にすることができるように法律

でなってるんですけれども、今回統一したことによっ

て、黒字になっているんじゃないかと思うんですけ

れども、それ、いわゆる今回値上げしないで済むん

だと言われるが、１８年度の決算ではどれぐらいの

繰越金が出されたんでしょうか。 

 これ食材を落とせば落とすほど、給食代上げなく

て済むんだけども、私は、地産地消を今後推進する

というからね、心配して聞いてるんだけども、値上

げしないと言うからね、もうそれはいいんですが、

逆に大幅な黒字を出してるんなら、値下げすらでき

ることになると思っておりますので聞いてるんです

よ。 
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 それからね、地産地消を推進するということなん

だけど、これまで以上にやるというように答弁して

るんですよ。これまで以上ということは、どういう

ことなのか。市民にわかるように、これまで以上やっ

て値上げしないで済むということは、どういうこと

なのか聞きたいんですよ。 

 それから３歳児保育について、関係者と協議をし

てますということなんだけども、関係者とはどうい

う方々で、いつの事態から平成２０年度実施を目指

して協議が始まってるのかね。その内容についても

明らかにしていただきたい。 

 それから、幼稚園の、いま５０号議案ですね、順

番が違ったね。まあいいわね。 

 幼稚園の授業料について、先程課長から国の基準

に沿って改正したばかりだと言われたんですね。そ

うじゃないでしょう、国の改定は、その対象者の税

源移譲に伴う５万円を１万円、１万円、それだけの

ことじゃないでしょう。いわゆる減免額についても、

国は毎年改定を行ってるではありませんか。特に昨

年からは大幅改定ですよ。それをあなた方掌握して

ないんですか。一言で言うならば、これまでは、こ

こに出されてる条例では、ただ２万円、１万３，０

００なんぼとか書いてるだけでしょう。そうじゃな

くて、国の改定は、２人目、３人目について、１８

年度から取り扱いが変わってきたでしょう。小学校

１年生に入ってる方も１人と数える。１９年度から

は小学校２年生までも１人と数えると。 

 そうしますと、高田の場合は２万円しか減額はな

いんだけども、２人目、３人目になると、大幅に減

免できるようになってるでしょうが、国の基準は。

それをなぜ取り入れないかという質問なんですよ。

全然答弁が違うでしょうが。 

 うちの場合は、国の基準にない所得のある人に対

しても減免をやろうとしてる。しかし、所得の低い

人についてのね、減免は、国の基準よりも大幅に後

退しとるじゃありませんか。あなた方は掌握してな

いのか、なぜそうできないのか説明をしてもらいた

いと思います。 

 元に戻りまして、国保税についてなんですけれど

も、国保税は、今回統一をして引き上げるところも

出てくるみたいな答弁をされましたけれども、いま

でも市民の収入のわりに高すぎると、何とか引き下

げてくれというのが多くの市民の、これは願いです

よ。だから、基金を取り壊したということも私も承

知しています。あと基金がうちの場合、まあ僅かし

かなくなったということも承知していますよ。 

 だからよって、方法としては、国の負担が減らさ

れてるんだから、国庫負担を引き上げるように、や

はりね、全国の市長が頑張ってもらわないと片付か

ない問題なんですよ。 

 障がい者の問題はね、障がい者団体などが東京で

１万５，０００人の集会を開いたり、次々と毎日の

ように要請行動などをしましてね、とうとう国を動

かして障がい者の負担は大幅に変わったでしょう。

国保についてはね、そういう運動まだ弱いんですよ。

だから市長自身が、市民の暮らしを守る先頭に立っ

てですね、この国の負担を前に戻せと、せめて１世

帯あたり１万円ぐらい下がるぐらいのね、国の負担

を増やせというぐらい要求できないんですか。あり

とあらゆる方法をとって、国保税の引き下げに努め

るべきだと思いますけれども、市長の見解を求めま

す。 

 それからね、もう１点は、開発公社の土地の問題

で、理事会で協議をして検討しようとなったけれど

も、この約８町歩の売れ残ってる土地ですね、これ

を本当にいまの単価で売却できたとしたら、どれぐ

らいの値段で売れるというように想定されてるのか

ね。予算でこれだけしか組んでないということは、

もう元々そう売る気もないちゅうんか、売れないん

ちゅうか。その売る気がないのか、売れないのかど

ちらなんですかね。 

 やはり、この問題のやっぱり有効利用を図らない

と問題だと思うんですけれども、その点についての

見解を求めます。 

 以上であります。 

○議長（菅 健雄君） 市長永松博文君。 

○市長（永松博文君） 私からは４４号議案につい

て、再質問にお答えいたします。 

 この宇佐、国東、高田で共同処理をするのをどう

いうふうにしたのかということでございますけども、

３市長で協議し、その結果を議会にご報告申し上げ

たということでございます。 

 それから、いま現在の焼却場、たくさん金はかけ

てるが、という話でございますけれども、ダイオキ

シン対策で早急にしなきゃならなかった。そういう

ようなものの中で、できるだけ機械の施設の延命は

すべきだと思っておりますけれども、これも土地の

貸借権はありますし、そしてまた、この施設の持つ

具合というのをなかなか厳しい状況にある。これは

まあ、宇佐も高田も同じであります。そういう面で、
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宇佐、高田で共同でやっていこうという中で、なか

なか決まらなかったことも事実であります。 

 そういう中で、国東市もやはり１市でやるという

のは大変だという、国東市は私どもよりまだ新しい

機械でありますけれども、３市でやったらどうかと

いう話になって、私どもやっておる、今回やろうと

いうことになっております。 

 それらにつきましては、言いましたように、そう

いうことでやはり広域のほうがいいというのは、も

う結果としてはどこも同じでありますので、そうい

うことでやっていこうということで、その広域の中

でどういうような方式で、どういうようなものをす

るのか、それを新たにもう一度決めるということに

なったものであります。 

 宇佐、高田のときは、方向性としては融合の施設

を造るのかなというような感じでありましたけども、

これからどうなっていくかということは、また新し

い焼却機も出ておりますことですから、そういうこ

とで担当から申し上げました。 

 それから、電気生ごみ処理機の助成のことであり

ますけれども、これは常々大石議員と私と話し合っ

てる、まあ衛生組合時代からの話であります。豊後

高田としては効果が薄いと、特定な人間に対する補

助金だけだということで、しないということであり

ます。 

 そういう面で、よそがどうあろうとということで

ありますけれども、ただ、普及率を見てみますと、

当初は買ってますけれども、これはよその話は別で、

この豊後高田市でも真玉はやったところであります。

真玉の議員の皆さん方はご存じのとおりに、１１年

当初が５１基、次が８基、そしてずーっとそれから

というのはほんの僅か、７基、１基、１基とか、そ

ういうことで、現実の問題としては、多分よその市

も２パーセントぐらいの普及率ではなかろうかと思っ

ておりますけれども、これはやらんよりはやったが

いいことは事実であります。当時の真玉が２分の１

の２万円だったと思います。これは、ただ政策とし

て、私はほかにやるものがあるという気持ちの中で

あります。 

 そういう面では、私も大石議員さんに当初から申

しました、いいという話で私も買ってやりました。

そのときに議員さんあなたも買いましたかと、話を

した覚えがありますけれども、そういうようなこと

で、これからやはりよければ、お互いに買って、本

当にいいかどうか、そこ辺のものでしてみるのも一

つの策ではないかと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（菅 健雄君） 市参事兼環境課長水江義和

君。 

○市参事兼環境課長（水江義和君） 関連一般質問

の再質問にお答えいたします。 

 清掃工場での事業系の持込み、事業系のごみ、一

般家庭からの一時的多量のごみの持込量の現状でご

ざいますが、平成１８年度実績では、可燃ごみでは

３，５１８．８１トン、対１７年度比較では１５８．

５８トン、４．７パーセントの増、不燃ごみでは２

７０．７９トン、３４．５６トン、１４．６パーセ

ントの増となっています。 

 また、資源回収団体の実績でございますが、平成

１８年度実績で古紙類の回収で２８０．６６トン、

対１７年度実績で１５．３１トン、５．７パーセン

トの増となっています。 

 以上でございます。 

○議長（菅 健雄君） 学校教育指導室長早田義司

郎君。 

○学校教育指導室長（早田義司郎君） 大石議員の

再質疑４点についてお答えいたします。 

 まず１点目の地産地消についてでありますが、可

能な限り推進をしていきたいと、そういうふうに考

えております。 

 それから２点目、給食費につきましては、聞き取

りのときにありませんでしたので、現在資料を持ち

合わせておりません。 

 それから３点目、３歳児保育につきましては、関

係者とは誰かということでありますが、幼稚園関係

者それから保護者、幼稚園の関係者そういう方々と

昨年度から協議をしているところであります。 

 最後に、４点目の第５０号議案についてでありま

すが、これは公立幼稚園の一部改正でございますの

で、ご理解をお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（菅 健雄君） 市参事兼総務課長佐藤良雄

君。 

○市参事兼総務課長（佐藤良雄君） 大石議員の再

質疑にお答えいたします。 

 給食センターの現在の職員の配置につきましては、

先程ご答弁申し上げましたように、現在どのように

配置するか検討してるところでございます。決定次

第、組合と協議をしていきたいと思います。 

○議長（菅 健雄君） 保険年金課長尾造正直君。 
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○保険年金課長（尾造正直君） 大石議員の再質疑

にお答えいたします。 

 国保医療費の５０パーセントは、国庫負担であり

ますが、その内訳は、定率負担、国４０パーセント、

それから調整交付金が１０パーセントであります。

残りの５０パーセントが、原則被保険者で負担する

いわゆる保険料で賄える制度でありますが、保険税

の負担軽減を図るため、これまで保険基盤安定繰入

金や保険者支援制度繰入金、あるいは財政安定化事

業繰入金、それから高額医療費共同事業交付金、さ

らに法定外一般繰入金こういったもの、あるいはま

た別途ですね、国からの拠出金、納付金、こういっ

たものを継続あるいは増額するように全国市長会の

ほうに要望してですね、保険者の負担軽減に努めて

働きかけをしているところであります。 

 ちなみに、当市の一人当たりの保険者の保険税と

いうのは、一人当たり５万８，０００円、それとこ

れは、あくまでもこれ１７年度ベースで計算してる

資料でありますが、県下平均は一人当たり７万１，

４００円、それと１世帯当たりは、当市がですね、

７万１，４００円で、県下平均は１３万２，４００

円ということであります。 

 以上であります。 

○議長（菅 健雄君） 建設課長奥田秀穂君。 

○建設課長（奥田秀穂君） 報第５号についてお答

えいたします。 

 先程、未販売土地についてのご指摘がございまし

たけども、それらも踏まえまして、今後、開発公社

理事会において議論を重ねてまいりたいと思ってお

ります。 

 以上でございます。 

（○２２番（大石忠昭君） 議長ちょっと議事進行

について、いいですか。） 

○議長（菅 健雄君） はい。 

○２２番（大石忠昭君） いま、早田課長からの答

弁でね、聞き取りのときにありませんでしたので、

資料を持ち合わせてないと言われましたけれども、

再質問で何を質問するなどと、聞き取りのときに、

そら言えばなおよかろうけどね、そのときにまだ答

弁聞かないのに、その先のことまでわからんわけだ

から、ね、そこまで言う必要全くないわけですよ。

法的には何ら根拠はないでしょう。 

 だから、いまからでもそれ、私の言ってるのは、

地産地消を推進すればね、引き上げになるじゃない

か。引き上げんちゅうから、ほんなら引き上げん分

はどこから財源がくるんかと、前の年の繰越金があ

るんかなあと思ってからね、聞いただけなんだから、

それ答えさせてください。 

 それからね、公立幼稚園については、改定ないん

だと言われたけど、そんなことないでしょう。それ

ちょっと休憩取ってね、調べさせてください。もう

あと１回しか質問できないから。答弁できてないか

ら。大事な問題ですよ。最初からこれは聞き取りの

とき問題にしてますよ。それ答弁拒否でしょう。 

○議長（菅 健雄君） 学校教育指導室長早田義司

郎君。 

○学校教育指導室長（早田義司郎君） それでは大

石議員のご質問にお答えいたします。 

 給食費の決算の状況でありますが、概算でありま

すが、大体１００万ぐらいの黒字であります。 

 それから、先程の市の幼稚園の関係でありますが、

いま、議員がご指摘のあった部分につきましては、

これは私立の幼稚園の部分でありまして、公立につ

いては、変化がありません。 

 以上です。 

○議長（菅 健雄君） しばらく休憩いたします。 

     午前１１時２２分 休憩 

     午前１１時３２分 再開 

○議長（菅 健雄君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 学校教育指導室長早田義司郎君。 

○学校教育指導室長（早田義司郎君） いま、大石

議員の指摘がありました、公立の幼稚園の部分の改

定につきましても、議員ご指摘のように改定があり

まして、大変申し訳ありませんでした。ただ、本市

は２子、３子以降では、条例でその授業料をもう半

額にしておりますので、この国の基準の２子以降の

補助措置はやっていないということであります。そ

れで、第１子につきましては、国の基準どおりに行っ

ているところであります。 

 以上でございます。 

 すいませんでした、それで、本市の措置のほうが

有利であるということであります。 

 以上です。 

○議長（菅 健雄君） ２２番大石忠昭君。 

○２２番（大石忠昭君） それでは、あと１１分ほ

どありますので、もう一度質疑をいたします。 

 ごみ処理の関係なんで、今後国東を含めてこれか

ら議論をということなんですけれども、私一番心配

するのは、宇佐、高田の共同処理施設が、あれだけ
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長年かかっても住民の同意を取れずにですね、もう

断念をせざるを得なかった。計画どおりできておれ

ばね、宇佐も高田も現施設の補修事業をしなくて済

んだわけなんですよね。それに間に合わせるために

計画したものができなかったという経緯があるんで

すよ。 

 よってね、それ以上に大きなものを造れば、なお

住民の同意を取るのは難しいと思うんですよ。しか

も、多大な経費がかかるということを考えればね、

宇佐も高田も国東も、いまある施設をどれだけ長持

ちして使うかということが、一番自治体にとっても、

住民にとっても得なんですよ。 

 よってね、もう一度聞きたいのは、いまの高田の

施設が、あと何年は稼働できるというふうに考えて

おられるのか。それも考えてなくて、次のことは考

えられないと思うんですよ。それからね、私の調査

では、国東の施設は、新しくできてからまだ１１年

しか経っていません。なのに、国東のほうから、さっ

きの市長の答弁では、共同してやらないかというよ

うな話があったと言われたが、それ正確じゃないん

じゃないかと思うんですけどね。 

 やはり何か、このまた事業が、官製談合で問題に

なってるのが、このごみ処理やし尿処理場ですわね。

県のほうからなんか特別な指導があって、ね、広域

化しよう、大型化しようというようなことになった

んじゃないですか。 

 地方自治法読んでみますと、ごみ処理というのは

それぞれの市町村がやることなってるんですよ。共

同して莫大な経費かけてね、例えて国東にできた場

合は、こっから運賃だけでも相当な費用になります

しね、問題だと思うんですよ。だから私どもは、超

大型化には反対するものであります。いまあるもの

を長持ちしてもらいたいと思うんですけれども、そ

の辺どう考えるかね。 

 それから、電気生ごみ処理機については、もう何

かその、やらないことを口実にね、いろいろ理由を

述べてるけれどもね、市長のところで電気生ごみ処

理機をやったと言うんですが、本当ですか。コンポ

ストじゃないんですか。どのぐらいかかったんです

か。 

 現在の新機種ではですね、５万から８万しますけ

れども、相当効果が上がってるというのが全国的な

評価ですよ。ちなみに私の調査では、３万円補助金

出してるのが、大分市、津久見市、２万７，０００

円が中津市、２万円がもうずらっとざらですよね。

たったの１万円というのは、国東市と佐伯市だけな

んですよ。豊後大野市がやってないだけで、あと全

部やってるんですよ。そんなね、あなたの言うよう

にね、普及率がなんだとかね、効果がないというん

ならね、こんな補助金出さないですよ。普及率がな

んじゃないですよ。私なんか随分要望があります。

よそでやってるのが、なんでうちがないのかとね。

それでも自己負担かかるんですよ。自己負担かけて

も自分とこで処理してくれるというのは、ありがた

い話じゃないんですか。そういう方に対してね、希

望者に対して普及率が何パーセントというのはわか

るんですよ。全市民から見て普及率が何というのは

ね、基準でないですよ。必要な方に、それを推進す

るために助成するということができないのか、もう

一度市長の考え方を聞きます。 

 もうやらないこと先にありきというような答弁に

聞こえるんでね、それではね市長、市民は永松市長

では困るという声がひどくなるばかりですよ。 

 次に、国保税なんですけれども、まあ国庫負担を

増やすようにという質問をすれば、いろいろ理由を

付けて、ああいう、こういう、こういうああいうと

いうふうにね、いろいろと国から負担をいただいて

るからというようなね、そういう認識ではね、駄目

なんですよ、担当課長が。そうでしょう。 

 私の調査によりますとね、国の責任、いわゆる法

改正によって次々と国の責任を放棄をしていってで

すね、全国平均で見ましてもね、１９８４年度から

２００４年度までの国が市町村に出した国庫負担額、

ね、いまあなたが言うように、いろんな方法で出し

てきてますよ。それ合計した額ですよ。合計した金

額を見ますと、医療費の４９．８パーセントあった

ものが、３４．５パーセントまで激減されてるんで

すよ。高くて国保税が払えず滞納世帯が増えて、そ

ういう方々には国保証を取り上げられるというよう

なね、悲惨なことをやってる事態が起こってるんで

すけれども、この責任は住民ではなくて国にあるん

ですよ。 

 だから担当課がね、やっぱり国の負担が、市町村

に対する負担が年々減らされてるんだと、介護保険

でも同じでしょう。障がい者の問題同じだったんで

すよ、障がい者の問題だけは、ほげたんですよ、若

干ね。まだ応益負担を押し付けてることは問題だけ

どね、若干ほげたでしょう。しかし、国保の問題は

これ大問題なんですよ。だからせめてね、もう５パー

セントでも国が増やせと、そうすればね、１世帯平
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均１万円は下がるんですよ。そういう立場を市長と

りきらないですか。市長の考え方を聞きたいんです。 

 市民の生活水準、収入の実態に比較してみてね、

国保のね、負担があまりにも大きいんですよ。多く

の市民の皆さんの声でしょう。この声に応えて、一

般財源から持てと言ってもね、いま持てるような状

況じゃないから、国にね、元に戻せと、最低５パー

セントもう増やせというぐらいの要求ができないか

どうか、市長の見解を聞きます。 

 幼稚園の問題でね、いま、国の改定がないという

のを、ありましたということで謝罪をしましたけれ

ども、市長が横におって、いや市のほうが良いんだ

と言われてる、そうじゃないでしょう。そうじゃな

いんですよね、理解が違うんですよ。 

 国はね、私ずっと毎年の資料を文科省から取りま

したけれども、年々改定をしてきたんです。その趣

旨でいきましたらね、豊後高田の場合は、市独自の

減免が国でやってない、いわゆる高所得者に対して

も減免をやってるんですよ。私立についてはすべて

やってますね、これ。全国でも豊後高田市ぐらいじゃ

ないですか。これ減免なんですか。これを廃止しよ

と言いませんよ。全ての皆さんに市独自の免除をし

てるんですよ。 

 しかしね、国の制度はそうじゃないでしょう。市

民税非課税世帯あるいは市民税の所得割非課税世帯

というふうに、それぞれ分類があるんですよね。私

県下これ調べてみましたが、これではですね、市民

税非課税世帯に対しても、うちは２万円だけしか減

免してないんですよ。ところがね、宇佐市でも中津

市でも市民税非課税世帯は、公立幼稚園も全廃なん

ですよね。全額免除、幼稚園無料なんですよ。 

 あ、もとい。いまの宇佐、中津は所得割ですね、

所得割の非課税の世帯までですね、完全無料なんで

すよ。 

 それから、市民税の非課税世帯については、大分

も臼杵も完全無料なんですよね。ところが、うちは

十把ひとからげで公立幼稚園では、２万円しかない。

それ以上今回改定しようとしている部分は、所得税

５，０００円とか１万円とかいうふうに決めていま

したけれども、こういうところは、法的にはないん

ですよ、国の制度としてない、やってみても免除し

てみても、全部一般財源なんですよね。全部一般財

源なんですよ。 

 全部一般財源でやるような減免措置を高田でやっ

てるのに、一番肝心な市民税非課税世帯とか、市民

税の所得割非課税世帯に対しては、国の基準までし

かやってないじゃないかと。ここを変えるべきじゃ

ないんですか。そうじゃないと減免制度の意味がな

いじゃないですか。 

 そしたら２人目以上は、半額にしてるから問題な

いというけどね、その２人目以上というのが違うん

ですよね。いいですか、そこ理解してください。２

人目以上というのは、小学校、私とこの２人目以上

というのは、幼稚園に入ってないと駄目なんでしょ

う。小学１年生おっても２人目となるんですか。兄

貴がですね、小学校２年生であったと、幼稚園の弟

が幼稚園に入ったと。幼稚園に入った人が、半額に

なりますか、ならないでしょうが。市長が言うのは

違うんですよ。高田のほうが免除が有利だ、そうじゃ

ないですよ。１人分でしょうが。２万円しか助成が

ないでしょうが。国の基準ではいくらですか、今年

で３万８，０００円ですか、去年で４万５，０００

円だったですかね。あるでしょう。 

 その場合、有利ですかどこに、不利じゃないです

か。わざわざ国は、小学校１年生を今年度から２年

生に、兄貴や姉ちゃんも兄ちゃんも１年生におって

も２年生におっても、２人目の子どもが幼稚園に入

れば、それをこんだけ免除しようというのが、その

代わり３分の１は国が補助金を出してくれるんです

よ。国から貰えるものをあなた方は請求できんじゃ

ないですか、それやったら。 

 全面的に間違いでしょうが。だから最終日までに

この議案の差し替えをやってですね、修正をすべき

だと思いますが、どう思うのか。 

 以上であります。 

○議長（菅 健雄君） 市参事兼環境課長水江義和

君。 

○市参事兼環境課長（水江義和君） 本市の清掃工

場の現状についてお答えいたします。 

 長添の清掃工場は、昭和５２年４月の供用開始以

来、３０年が経過して非常に老朽化が進んでおりま

す。毎年多額の予算をかけて定期点検、保守点検を

行いながら、業務の支障のないよう運転業務に努め

ております。また、本施設は長添地区との協定がご

ざいまして、施設の利用に関し３０年の期限が入っ

てました。昨年、地区の方のご同意をいただいて、

１０年間延長をいたしました。非常に３０年経過し

て老朽化が進んでるということを、ご理解をいただ

きたいと思います。 

 それと、生ごみ処理機ですが、先程ご答弁いたし
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ましたように、各市の取組状況や普及状況、新聞報

道によるアンケート調査などを踏まえ、このことや

厳しい財政状況を考えますと、現状での取り組みが

困難でありますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。 

（○２２番（大石忠昭君） 先程聞いたから、市長

に聞いてるんや。） 

○市参事兼環境課長（水江義和君） はい。以上で

ございます。 

（○２２番（大石忠昭君） いつから市長になった

んか。） 

○議長（菅 健雄君） 保険年金課長尾造正直君。 

（○２２番（大石忠昭君） この問題も市長が答弁

すればいいことですよ。） 

○保険年金課長（尾造正直君） それでは大石議員

の再々質疑にお答えいたします。 

 国への要望等働きかけ、現在の国庫負担を５パー

セント程度上乗せするようにという働きかけなんで

すが、実は一番最初の答弁にも申しましたように、

全国市長会の中で、いわゆるこの国保の財政措置の

拡充、それから制度運営の改善等につきましても、

先程私いろんな事業を縷々述べましたが、そういっ

た事業の継続、それと含めてですね、増額等を含め

て、それぞれの被保険者の負担割合を軽減させよう

ということをですね、市長会を通じて国のほうに働

きかけをしておりますので、ご理解をいただきたい

と思います。今後もそういった形で働きかけをして

まいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（菅 健雄君） 大石議員に申し上げます。

いまの教育委員会の答弁については、ちょっと時間

がかかりますんで、いまから精査してですね、答弁

しますんで、次の議案質疑を先にすることに同意し

てください。そういうふうにします。 

（○２２番（大石忠昭君） 明確な答弁をさせてく

ださいよ、明確なね。） 

○議長（菅 健雄君） 議案質疑を続けます。 

 １０番土谷 力君。 

○１０番（土谷 力君） 議案質疑と関連一般質問

を行います。 

 第４４号議案ですが、宇佐・高田・国東広域事務

組合の設置についてでございます。 

平成１１年でございましたか、ダイオキシンの問

題が出まして、８００度で２４時間燃やさなきゃい

けない。そしてごみの処理量は１００トン以上ない

とやれないということで、宇佐郡市と西高郡市で広

域を組んだように記憶しております。 

 そういうダイオキシン対策として、処理量が１０

０トン以上なきゃいけないということで宇佐高田の

広域を組んだというように記憶しておりますけれど

も、宇佐・高田・国東広域事務組合規約の第２条に、

宇佐市、豊後高田市、国東市と３市で広域を組んで

やってくということを規約になっておりますけれど

も、この規約の理由、そしてごみ行政の中で３市に

してやっていったほうが有利な点を質問いたします。 

 それから、その関連なんですけれども、３市で処

理する場合に、ごみの処理量がどのくらいになるの

か。できたら、国東、宇佐、豊後高田市のごみ処理

量のおよその数量をお尋ねします。 

 それから５０号議案でございますけれども、これ

は幼稚園の授業料の改定でございます。国からの税

源移譲で住民税、所得税の税率が変わって、この条

例の５条による減免の措置をどういうふうにするか

ということで、この５条の変更がなされておるわけ

でございますが、この変更によって授業料の不利益

を受ける園児が出てくるのではないかという懸念さ

れるんで、その点をお尋ねします。 

 それから、関連一般質問としまして、少子化によっ

て今後、幼稚園児の減少が懸念されます。そういう

ふうになってくると授業料がどうなってくるのか、

この見通しについて関連でお伺いします。 

 じゃお願いします。 

○議長（菅 健雄君） プロジェクト推進課長中嶋

栄治君。 

○プロジェクト推進課長（中嶋栄治君） ４４号議

案に関する質疑についてお答えをいたします。 

 規約第２条の組合を組織する地方公共団体を、宇

佐市、豊後高田市、国東市といたしましたのは、こ

の３市におきまして、３市によるごみの共同処理が、

ごみ処理行政の広域拡大化及び財政的な観点から意

義がある旨の確認ができたためでございます。 

 以上でございます。 

○議長（菅 健雄君） 市参事兼環境課長水江義和

君。 

○市参事兼環境課長（水江義和君） 第４４号議案

についての関連一般質問、３市のごみの処理量につ

いてお答えいたします。 

 それぞれ３市のごみの処理量につきましては、平

成１８年度実績で見ますと、宇佐市が１万９，６２

２トン、豊後高田市が８，４４９トン、国東市が８，
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７１０トンの、合計３万６，７８１トンでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（菅 健雄君） 学校教育指導室長早田義司

郎君。 

○学校教育指導室長（早田義司郎君） 土谷議員の

第５０号議案、豊後高田市立幼稚園条例の一部改正

についてお答えいたします。 

 議員ご案内のように、市立幼稚園に通わせる子育

て世帯の負担を少しでも軽くするため、所得に応じ

て授業料を減免する制度を設けています。昨年、国

の税源移譲による所得割の税率の改正が行われたた

め、本市の幼稚園授業料の減免につきましても、市

民税の所得割課税額を改正することで、いままで授

業料の減免を受けられていた世帯が不利益を被るこ

とのないよう改正を行ったところであります。 

 また、この制度は、国の制度に沿ったものであり

ますが、今回の改正部分につきましては、市独自の

制度であります。さらに、複数の子どもを通園させ

ている世帯については、２番目の子どもから授業料

を半額と定め、保護者負担の軽減を図っております。 

 今回の措置による幼稚園の授業料を変更すること

は考えていません。 

 次に、関連一般質問にお答えします。 

 現在、市立幼稚園が２園あり、多くの園児が日々

遊びを通して、自主性や社会性等生きる力を身につ

けるため元気に活動しています。また、それぞれの

園では、鼓笛や太鼓の指導を取り入れたり、ひょっ

とこ踊りを披露する「ひよこ隊」を結成するなど、

特色づくりに全力を尽くしています。 

 現在、少子化が進行し園児数の減少が予想されま

すが、園児数の変動による授業料の見直しは、現段

階では考えていません。教育委員会といたしまして

も教育のまちにふさわしい教育環境、教育内容をよ

り充実させ、将来の豊後高田市を担う子どもたちの

教育に全力を尽くす所存でありますので、ご理解賜

りますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（菅 健雄君） １０番土谷 力君。 

○１０番（土谷 力君） いま、３市になった理由

の中で、財政的観点としてというお話がありました

ので、財政的観点とは、どのように財政が３市になっ

たことによって有利になったのか。それをお尋ねし

ます。 

 関連一般質問の部分で、３万６，０００有余のト

ン数になって、かなり処理量が大きくなっておりま

すけれども、ダイオキシンは出なくなって、８００

度で２４時間燃やすだけのごみの処理量はたくさん

あると思います。しかし、それなりに大きくなった

ことによる大変さがあろうと思うんで、この点は充

分注意してやっていただきたいという要望をしてお

きます。 

 それから５０号議案につきましては、授業料の軽

減を受けられない世帯の不利益を被ることがないよ

うに改正をしていくというようなお話がありました

けれども、具体的には、どういうようにこれが不利

益を被らないような改正なのか。この点をちょっと

わかりやすく説明を願いたいと思います。お願いし

ます。 

○議長（菅 健雄君） プロジェクト推進課長中嶋

栄治君。 

○プロジェクト推進課長（中嶋栄治君） ４４号議

案に関します再質疑にお答えを申し上げます。 

 財政的な面からいたしますと、一般的に廃棄物処

理施設は、処理規模が大きな施設ほど、処理量あた

りの建設単価は低くなります。したがって、施設の

建設及びその後の維持管理費も、各市が単独で行う

よりも小さくなるといわれておりますので、その理

由からでございます。 

○議長（菅 健雄君） 学校教育指導室長早田義司

郎君。 

○学校教育指導室長（早田義司郎君） 土谷議員の

再質疑にお答えいたします。 

 今回の市民税の所得割課税額の金額の改正は、税

源移譲による市民税の所得割の税率改正により、こ

れまで所得割課税額が５，０００円や１万円であっ

た方の税率は、３パーセントから６パーセントとな

り、課税額も２倍となります。 

 よって、減免基準の範囲につきましても、倍額に

しませんとこれまで減免を受けられていた方が、対

象から外れることになります。そういうことから、

これまで授業料の減免を受けられていた世帯が不利

益を被ることのないよう改正を行ったものでありま

すので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○１０番（土谷 力君） 終わります。 

○議長（菅 健雄君） 教育長都甲桂一君。 

○教育長（都甲桂一君） 大石議員の再々質疑でご

ざいますけれども、これから本年度はこういう方向

でいきますけれども、今後充分検討いたしたいとい
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うように考えておりますので、ご理解賜りたいと思

います。 

 以上です。 

○議長（菅 健雄君） これにて質疑を終結いたし

ます。 

ただ今議題となっております第４３号議案から第

５０号議案まで及び第１号報告から第４号報告まで

については、お手元に配付いたしました議案付託表

のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたし

ます。 

○議長（菅 健雄君） 以上で本日の日程は全部終

了いたしました。 

次の本会議は、明日午前１０時に再開し、一般質

問を行います。 

本日はこれにて散会いたします。 

     午後 ０時０６分 散会 
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